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看取り介護加算 

・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した場合。 

・医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した利用者の

介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を

受け、当該計画について同意している場合（その家族等が説明を受けた上で、

同意している場合を含む）。 

・看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医

師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護

についての説明を受け、同意した上で介護を受けている場合（その家族等が説

明を受け、同意した上で介護を受けている場合）。 

72単位／日 死亡日以前 31日以上 45日以下 対象者のみ 

144単位／日 死亡日以前 4日以上 30日以下 対象者のみ 

680単位／日  死亡日以前 2日又は 3 日 対象者のみ 

1,280 単位／日 死亡日 対象者のみ 

 

 

4.食費自己負担額（保険外 日額）単位：円                  R3.8.1～ 

基準額 

（第 4段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第 3 段階② 第 3段階① 第 2 段階 第 1段階 

１，４４５円 １，３６０円 ６５０円 ３９０円 ３００円 

 

 

5.居住費自己負担額（保険外 日額） 単位：円               R6.8.1～ 

区分 
基準額 

（第 4段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第 3段階 第 2段階 第 1段階 

居住費用（個室） ２，０６６円 １，３７０円 ８８０円 ８８０円 

 

※ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い頂

きます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます

（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いと

なる場合、ご利用者側が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明

書」を交付します。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者側の負担額を変更し

ます。 

※介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、その認定証に記載された食費・居住費の金額の

ご負担となります。 

 

 

 

 


